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５－１ 子ども・子育て支援新制度における「認可・確認」について 

 

５－２ 保育所及び小規模保育事業等の認可基準について 

 

５－３ 特定教育・保育施設等の認可、利用定員の設定について 

 

５－４ 認可予定施設事業計画書について 



根拠法令 権限 意見聴取 根拠法令 意見聴取

保育所

地域型保育事業
　・小規模保育事業
　・事業所内保育事業
　・家庭的保育事業

幼保連携型認定こども園

社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
認定こども園設置認可

等審査部会
［のびのび安心子育て課］

その他の認定こども園
　・保育所型認定こども園
　・幼稚園型認定こども園
　・地方裁量型認定こども園

さいたま市
(H28.3までは

埼玉県)

幼稚園
（「施設型給付」を受ける場合） 学校教育法 埼玉県

子ども・子育て支援新制度における「認可・確認」について
認可・認定 利用定員の設定（確認）

児童福祉法

さいたま市

社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
［子ども・青少年政策課］

子ども・子育て支援法
社会福祉審議会

児童福祉専門分科会
［子ども・青少年政策課］就学前の子どもに関する

教育、保育の総合的な
提供の推進に関する法
律（認定こども園法）

－

＜権限＞
さいたま市

※施設・設備や職員配置など
が基準を満たしているか。

※利用定員の設定について。
※「確認」を受けて初めて施設型給付・
地域型保育給付の対象となる。
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Ａ型 Ｂ型

０～５歳児 ０～２歳児

２０人以上 １人以上５人以下

乳児室

ほふく室

１歳児 ほふく室 3.3㎡

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

必要 同左

屋外
遊戯場

3.3㎡
（駅前型等の緩和あり）

同左

３：１

15：１ ※

全員 全員
・1/2以上が保育士
・保育士以外は子育て支
　援員研修等修了者

・家庭的保育者：
　所定の研修を修了した保育
　士、看護師又は幼稚園教諭
・家庭的保育補助者：
　子育て支援員研修修了者

同左

６人以上１９人以下

２歳以上児
一人あたり面積

設備

園児
一人
あたり
保育
面積

０歳児
3.3㎡

1.98㎡

3.3㎡
（施設周辺の公園等を含む）

同左

保育所及び小規模保育事業等の認可基準について

＜参照＞　さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
　　　　　さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

５歳児

４歳児

３歳児

２歳児

保育年齢

定　　員

０～２歳児

職員

5㎡
（駅前型等の緩和あり）

配置
基準

1.98㎡

調理室

１歳児

保育室
又は

遊戯室

家庭的保育事業

3.3㎡

家庭的保育者＋家庭
的保育補助者

項　　目

25：１ ※

職員中の有資格者
（保育士・看護師）

０歳児

６：１

　　※当分の間、従前の基準（３歳児 20︓１、４・５歳児 30︓１）での配置を可とする、経過措置の適用あり。

認可保育所
小規模保育事業／

事業所内保育事業（小規模型）

調理設備
（連携施設等からの搬入も可）

資料５－２

2



◆認可保育所（新設） （単位：人）

２号認定 １号認定

０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳

1 西 西大宮ひなた保育園 西区宮前町703-1（地番） 社会福祉法人ことの葉会 60 3 21 36 - 60

2 浦和 ラピスインターナショナル新都心園 浦和区上木崎2-162-5（地番） 社会福祉法人三樹会 90 6 24 60 - 90

3 浦和 北浦和はっぴー保育園 浦和区元町2-153-18（地番） 社会福祉法人康聖会 60 6 18 36 - 60

4 南 小鳩ナーサリースクール南浦和 南区南浦和3-29-3 株式会社チャイルド・ピース 70 6 24 40 - 70

280 21 87 172 - 280

◆認定こども園（新設） （単位：人）

２号認定 １号認定

０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳

1 緑 認定こども園ふるさと幼稚園 緑区三室2360-6 学校法人古里学園 299 3 24 45 227 299

299 3 24 45 227 299

◆幼稚園（施設型給付への移行） （単位：人）

２号認定 １号認定

０歳 １・２歳 ３～５歳 ３～５歳

1 北 清美幼稚園 北区吉野町1-352-1 学校法人清美学園 160 - - - 120 120

2 大宮 大宮なみき幼稚園 大宮区三橋1-664 学校法人大成学園 240 - - - 75 75

3 見沼 染谷幼稚園 見沼区染谷2-23 学校法人金子学園 440 - - - 150 150

4 中央 与野幼稚園 中央区大戸6-3-1 学校法人岩崎学園 210 - - - 120 120

5 浦和 麗和幼稚園 浦和区仲町2-10-19 学校法人麗和幼稚園 80 - - - 50 50

6 浦和 本太幼稚園 浦和区本太5-35-3 学校法人浦和根岸学園 175 - - - 90 90

7 南 むさし幼稚園 南区文蔵3-11-6 学校法人浦和長澤学園 280 - - - 70 70

8 緑 浦和みずほ幼稚園 緑区太田窪1-12-15 学校法人稲垣学園 200 - - - 90 90

1,785 - - - 765 765合　計　（８施設）

合　計　（１施設）

区名 施設の名称 所在地 設置者名
認可
定員

利用定員

３号認定
合計

合　計　（４施設）

区名 施設の名称 所在地 設置者名
認可
定員

利用定員

３号認定
合計

特定教育・保育施設等の認可、利用定員の設定について（一覧）

区名 施設の名称 所在地 設置者名
認可
定員

利用定員

３号認定
合計
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◆小規模保育事業Ａ型

０歳
（３号認定）

１歳
（３号認定）

２歳
（３号認定）

合計

1 岩槻 MIRATZ岩槻第二保育園 岩槻区本町3-11-2-1階 株式会社MIRATZ 19 3 8 8 19

◆事業所内保育事業A型

０歳
（３号認定）

１歳
（３号認定）

２歳
（３号認定）

合計

1 西 もみじナースリー 西区三橋6-567 社会福祉法人俊江会 12 0 1 2 3

2 緑 いちょう保育園
緑区道祖土2-16-11
グレイスビル102号室

医療法人社団一香会 12 1 2 2 5

地域型保育事業の認可、利用定員の設定について（一覧）

区名 保　育　施　設　名 所　　　在　　　地 設　置　者　名
認可
定員

利用定員（単位：人）

利用定員（地域枠）（単位：人）

区名 保　育　施　設　名 所　　　在　　　地 設　置　者　名
認可
定員

資料５－３

◎地域型保育事業の利用定員総合計

 ０歳（３号認定）  １歳（３号認定）  ２歳（３号認定）

4 11 12

合計

27
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                              資料５－４ 
 

西大宮ひなた保育園 事業計画書 

 

法人名：社会福祉法人ことの葉会 

施設名：西大宮ひなた保育園   

 

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

 さいたま市西区宮前町７０３－１（地番） 

 

（２）定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

３人 ９人 １２人 １２人 １２人 １２人 ６０人 

 

（３）職員定数 

園長 主任保育士 保育士 事務員 調理員 計 

１人 １人 １１人 １人 ２人 １６人 

   

（４）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間   ７：３０～１９：３０（土曜日は１８：３０まで） 

保育標準時間 ７：３０～１８：３０ 

保育短時間  ８：３０～１６：３０ 

 

（２）保育目標 

    ・たのしく、のびのびと。健康な体作り。 

    ・自分の思いを素直に表現出来る子。自分で考え、行動出来る子。 

・安心して預けられる保育園の環境を整え、子どもと保護者に最善を尽くすことを

指針とする。 
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３ 案内図 

 
 

４ これまでの審査状況（主な項目） 

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地 

1 設置者は当該土地を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 地上権又は賃借権の登記が可能であるか、または賃貸借期間が適当であるか 適 

3 
当該土地には抵当権等の権利関係が存在していないか、または駅前型等に該当する

か 
適 

建物 

1 当該土地に施設の建築が可能であるか（農振法、農地法、都市計画法等） 適 

2 
施設を建設することについて、近隣住民等に対し、理解と協力を十分に求めている

か 
適 

3 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 
  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 

1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

2 建設自己資金（寄附金）は確実なものであるか 適 

3 借入金は確実に調達できる見込みがあるか 適 

4 借入金償還の見通しはあるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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                              資料５－４ 
 

ラピスインターナショナル新都心園 事業計画書 

 

法人名：社会福祉法人三樹会        

施設名：ラピスインターナショナル新都心園 

 

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

 さいたま市浦和区上木崎２－１６２－５（地番） 

 

（２）定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

６人 １２人 １２人 ２０人 ２０人 ２０人 ９０人 

 

（３）職員定数 

園長 主任保育士 保育士 事務員 調理員 計 

１人 １人 １４人 １人 ３人 ２０人 

        

（４）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間   ７：１５～２０：１５（土曜日は１８：１５まで） 

保育標準時間 ７：１５～１８：１５ 

保育短時間  ９：００～１７：００ 

 

（２）保育目標 

    健康で明るい素直な子どもを育成することを目標に、英語・体操を積極的に取り 

入れて、  

１．優しく思いやりのある子  

２．考える子  

３．元気いっぱい遊べる子  

の三原則を柱とし、親が安心して子どもを預けることのできる保育園、子どもが 

喜んで登園する保育園、保育者も楽しんで保育にあたれる保育園を目指します。
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３ 案内図 

 

４ これまでの審査状況（主な項目） 

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地 

1 設置者は当該土地を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 地上権又は賃借権の登記が可能であるか、または賃貸借期間が適当であるか 適 

3 
当該土地には抵当権等の権利関係が存在していないか、または駅前型等に該当する

か 
適 

建物 

1 当該土地に施設の建築が可能であるか（農振法、農地法、都市計画法等） 適 

2 
施設を建設することについて、近隣住民等に対し、理解と協力を十分に求めている

か 
適 

3 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 
  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 

1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

2 建設自己資金（寄附金）は確実なものであるか 適 

3 借入金は確実に調達できる見込みがあるか 適 

4 借入金償還の見通しはあるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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 資料５－４ 
 

北浦和はっぴー保育園 事業計画書 

 

法人名：社会福祉法人康聖会     

施設名：北浦和はっぴー保育園    

 

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

 さいたま市浦和区元町２－１５３－１８（地番） 

 

（２）定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

６人 ８人 １０人 １２人 １２人 １２人 ６０人 

 

（３）職員定数 

園長 主任保育士 保育士 事務員 調理員 計 

１人 １人 ２０人 １人 委託 ２３人 

 

（４）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間   ７：３０～１９：００ 

保育標準時間 ７：３０～１８：３０ 

保育短時間  ８：００～１６：００ 

 

（２）保育目標 

0歳児 ・個々の生活リズムを整え、基本的な生活習慣を養う。  

1歳児 ・保育士との関係を深め、他児に対する関心を持つ。  

2歳児 ・保育士に見守られて甘えたり、自己主張をしたり自分の気持ちを安心して現す。  

3歳児 ・自分の思いを保育士に受け止めてもらい相手の気持ちにきづいていく。  

4歳児 ・相手の気持ちを考えたり認めあったりして友達と関わりを深め集団生活すること

を楽しむ。  

5歳児 ・豊かな感情や表現する力を養い想像力を豊かにする。  
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３ 案内図 

 

 

４ これまでの審査状況（主な項目） 

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地 

1 設置者は当該土地を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 地上権又は賃借権の登記が可能であるか、または賃貸借期間が適当であるか 適 

3 
当該土地には抵当権等の権利関係が存在していないか、または駅前型等に該当する

か 
適 

建物 

1 当該土地に施設の建築が可能であるか（農振法、農地法、都市計画法等） 適 

2 
施設を建設することについて、近隣住民等に対し、理解と協力を十分に求めている

か 
適 

3 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 
  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 

1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

2 建設自己資金（寄附金）は確実なものであるか 適 

3 借入金は確実に調達できる見込みがあるか 適 

4 借入金償還の見通しはあるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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資料５－４ 
 

小鳩ナーサリースクール南浦和 事業計画書 

 

法人名：株式会社チャイルド・ピース  

施設名：小鳩ナーサリースクール南浦和 

 

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

 さいたま市南区南浦和３－２９－３ 

 

（２）定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

６人 １１人 １３人 １３人 １３人 １４人 ７０人 

 

（３）職員定数 

園長 主任保育士 保育士 事務員 調理員 計 

１人 １人 １０人 １人 ２人 １５人 

        

（４）事業開始年月日（予定） ※市認定ナーサリールームからの移転を伴う認可移行 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間   ７：００～２０：００（土曜日は１８：００まで） 

保育標準時間 ７：００～１８：００ 

保育短時間  ８：３０～１６：３０ 

 

（２）保育目標 

小鳩グループの理念から展開される保育課程に基づき、幼児教育の一翼を担う保育

所の役割に鑑み教育的側面の強化を図りつつ、「子ども第一主義」の保育に努め、子

ども達が保育園に対し安心感と信頼感をもって日々活動できるよう、子どもが「主体」

となって生活できる環境を整えます。  

また、子ども達が様々なことに自発的、意欲的にかかわれる環境により、子ども達

一人一人の発達過程や心身の状態に応じた適切な援助環境を構築し、子どもの達成感

を大人が一緒に共感し、健やかな育みを促して参ります。 
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３ 案内図 

  

 

４ これまでの審査状況（主な項目） 

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地 

1 設置者は当該土地を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 地上権又は賃借権の登記が可能であるか、または賃貸借期間が適当であるか 適 

3 
当該土地には抵当権等の権利関係が存在していないか、または駅前型等に該当する

か 
適 

建物 

1 当該土地に施設の建築が可能であるか（農振法、農地法、都市計画法等） 適 

2 
施設を建設することについて、近隣住民等に対し、理解と協力を十分に求めている

か 
適 

3 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 
  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 

1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

2 建設自己資金（寄附金）は確実なものであるか 適 

3 借入金は確実に調達できる見込みがあるか 適 

4 借入金償還の見通しはあるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適  
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 資料５－４ 

 

 

MIRATZ岩槻第二保育園 事業計画書 

 

設置者：株式会社MIRATZ    

施設名：MIRATZ岩槻第二保育園 

 

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

さいたま市岩槻区本町３－１１－２－１階  

（２）施設種類・類型 

   小規模保育事業 Ａ型 

（３）定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 計  

３人 ８人 ８人 １９人 

（４）職員定数 

園長 保育士 事務員 調理員 計 

１人 ７人 ０人 １人 ９人 

（５）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間    ７：００～１９：００（土曜日は１８：００まで） 

保育標準時間  ７：００～１８：００ 

保育短時間   ８：３０～１６：３０ 

 

（２）保育方針 

・一人一人の発達（年齢/個性）を理解した上で見守りすることで、子どもの主体性が育つ保

育を展開する 

・子どもが達成感を味わえるような配慮をした上で手を貸すことで、子どもの主体性が育つ

保育を展開する 

・危険を伴う行為などには手を出して安全を確保する 

・子どもが褒められたことにより次の活動意欲や成長に繋がるような言葉かけ、関わりをする 

・結果だけではなく、「チャレンジした過程・プロセスも褒める」を大切にする 

・他児に対して危害（暴力/言葉も含む）を加えた時、危険な行為をした時は、きちんと叱る 

・叱る際は、理由とともにわかりやすい言葉で冷静に伝える 
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 資料５－４ 

 

 

３ 案内図 

 

 

４ これまでの審査状況（主な項目） 

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地・

建物 

1 設置者は当該建物を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 

  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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                                  資料５－４ 

 

 

もみじナースリー 事業計画書 

 

設置者：社会福祉法人俊江会 

施設名：もみじナースリー  

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

さいたま市西区三橋６－５６７ 

（２）施設種類・類型 

   事業所内保育事業Ａ型 

（３）定員 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 計  

定員数 ３人 ４人 ５人 １２人 

 うち地域枠 ０人 １人 ２人 ３人  

（４）職員定数 

園長 保育士 事務員 調理員 計 

１人 ５人 １人 ３人 １０人 

（５）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間    ７：１５～１９：１５（土曜日は１８：１５まで） 

保育標準時間  ７：１５～１８：１５ 

保育短時間   ８：１５～１６：１５ 

（２）保育方針 

    私たちは、小規模園だからこそ可能な、子どもたち一人ひとりに深く寄り添う保育を大切にして

います。画一的ではない、その子自身の個性に応じたきめ細やかな関わりを通じて、一人ひとり

の可能性を最大限に引き出し、健やかな成長を育みます。 

・豊かな自己表現と社会性の育成…さまざまな経験を通して自己表現力を育み、友達との関わり

の中で、自分の気持ちを伝え、相手を思いやる心を育んでいきます。 

・愛情と信頼に基づく心の成長…一人ひとりの子どもが「愛されている」という実感を持てるよう、温

かい関わりを大切にします。それを通じて、人への愛情、信頼、そして思いやりの心を育みます。 

・個性を尊重した食育…一人ひとりの個性と成長段階に合わせた食事を提供することにこだわり、

心身の成長を食から支えます。 
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                                  資料５－４ 

 

 

３ 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ これまでの審査状況（主な項目）  

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地・

建物 

1 設置者は当該建物を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 

  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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                                   資料５－４ 

 

いちょう保育園 事業計画書 

 

設置者：医療法人社団一香会 

施設名：いちょう保育園   

１ 保育園の運営 

（１）所在地 

さいたま市緑区道祖土２－１６－１１ グレイスビル１０２号室 

（２）施設種類・類型 

   事業所内保育事業Ａ型 

（３）定員 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 計  

定員数 ２人 ５人 ５人 １２人 

 うち地域枠 １人 ２人 ２人 ５人  

（４）職員定数 

園長 保育士 事務員 調理員 計 

１人 ６人 ０人 ２人 ９人 

（５）事業開始年月日（予定） 

    令和８年４月１日 

 

２ 保育内容 

（１）保育時間 

開所時間    ８：００～１９：００ 

保育標準時間  ８：００～１９：００ 

保育短時間   ８：３０～１６：３０ 

 

（２）保育方針 

    ・KIDS FIRST －何より子どもが最優先－ 

・「子」は「個」 

・ALL FOR KIDS －すべては子どもたちのために－ 

●個の尊重 一人ひとりを大切にする  

●心の育成 愛・思いやりを育てる 

●知の育成 考える力を育てる  

●生きる力（人間力）の育成 心身ともに優れた人を育てる 
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                                   資料５－４ 

 

３ 案内図 

 

４ これまでの審査状況（主な項目）  

（１） 土地・建物について 

  項目 適・否 

土地・

建物 

1 設置者は当該建物を確実に使用できる権限を有しているか 適 

2 法令等に定める施設・設備の最低基準を満たしているか 適 

  

（２） 経営について  

  項目 適・否 

経営 1 事業計画は適正であり、相応した資金計画であるか 適 

    

（３） 運営について  

  項目 適・否 

運営 

1 法令等に定める職員配置の最低基準を満たしているか 適 

2 必要な保育時間が確保されているか 適 

3 必要な給食の提供体制が確保されているか 適 
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